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足利市教育・保育給付管理システム導入・運用業務委託に係る 

公募型プロポーザル募集要項 

 

１ 業務名 

足利市教育・保育給付管理システム導入・運用業務委託 

 

２ 業務概要 

(1) 目的 

子ども・子育て支援新制度における教育・保育給付事務に係る民間保育園等及び本

市の事務負担軽減、業務品質の向上等を図るため、新たに教育・保育給付管理システ

ムを導入・運用することを目的とする。 

(2) 内容 

別紙１「足利市教育・保育給付管理システム導入・運用業務委託仕様書」（以下、「仕

様書」という。）のとおり 

(3) 契約期間 

契約締結日から令和９(2027)年３月３１日まで（長期継続契約） 

なお、令和６(2024)年１０月１日からシステム運用開始を予定している。 

(4) 履行場所 

足利市内 

 

３ 提案限度額及び支払条件 

提案限度額 ８，８００，０００円（消費税及び地方消費税を含む） 

内訳等は下表のとおりとし、システム導入業務及びシステム運用業務のそれぞれにも

提案限度額を設定している。 

業務区分 提案限度額 支払条件 履行期間 

システム導入業務 

(Ａ) 
4,675,000 円 

システム導入業務完了後、

１回払い 

契約締結日から 

令和６年９月３０日まで 

システム運用業務 

(Ｂ) 
4,125,000 円 

システム運用業務開始後、

一括前払い 

令和６年１０月１日から 

令和９年３月３１日まで 

合計 

(Ａ＋Ｂ) 
8,800,000 円   

 

４ 参加資格 

本企画提案に参加しようとする者は、以下に示す要件をすべて満たしていること。 

(1) 令和６・７年度足利市物品購入・業務委託等認定業者名簿（業種区分：大分類００
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４ 情報系処理）に登録されている者であること。 

なお、本要項の公表時点で名簿登録されていない者であっても、４月１２日までに

令和６・７年度足利市入札参加資格審査申請を保育課あて申請し、４月１９日までに

名簿登録が認められた場合は、参加を認めるものとする。 

(2) 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４第１項の規定に該当

しない者であること。 

(3) 地方自治法施行令第１６７条の４第２項の規定に基づく足利市の入札参加制限を受

けていない者であること。 

(4) 足利市競争入札参加者指名停止要領（平成２２年４月１日実施）に基づく指名停止

を受けていない者であること。 

(5) 暴力団による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２条第

２号に規定する暴力団及び同条第６号に規定する暴力団員並びに足利市暴力団排除条

例（平成２４年足利市条例第２２号）第６条に規定する密接関係者でないこと。 

(6) 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律（平成１１年法律第１４７号）

に基づく処分の対象となっている団体及びその構成員でないこと。 

(7) プライバシーマーク及び ISO/IEC27001（情報セキュリティマネジメントシステム）

の認証・評価を受けていること。 

(8) 教育・保育給付管理システムについて、地方公共団体のＬＧＷＡＮ－ＡＳＰにおい

て、導入及び１年以上の運用の実績があること。 

 

５ 参加表明に関する事項 

(1) 参加表明書の作成 

ア 参加表明書（様式第１号） 

イ 会社概要（任意様式） 

商号又は名称、代表者役職・氏名、所在地、設立年月日、資本金及び事業内容が記

載されているもの（公表日現在）。パンフレット等でも可。 

ウ 上記「４(7)及び(8)」に該当することを証する書類（任意様式） 

４(7)：プライバシーマーク及び ISO/IEC27001の認定証等の写し。 

４(8)：実績の内容が客観的に分かるもの。契約書、仕様書等の場合は、完了したこ

とが分かるものも提出すること。 

(2) 参加表明書の提出期限並びに提出先及び方法 

ア 提出期限 

令和６(2024)年４月１９日（金）（必着） 

イ 提出先 

足利市健康福祉部こども家庭センター保育課保育担当 

（栃木県足利市本城三丁目２１４５番地 市役所本庁舎２階） 
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ウ 提出方法 

持参又は郵送 

持参の場合は、閉庁日（土曜日、日曜日及び祝祭日）を除く、午前８時３０分か

ら正午まで及び午後１時から午後５時までの間に持参すること。 

郵送の場合は必着とする。なお、一般書留、簡易書留、特定記録郵便、レターパ

ックのいずれかの方法により郵送の上、受領証を保管すること。 

エ 提出物 

提出書類は、封入、封緘し、封筒に「足利市教育・保育給付管理システム導入・

運用業務委託に係る公募型プロポーザル参加表明書在中」、提出者の商号又は名称、

担当者名及び連絡先を明記すること。 

オ 持参時の注意事項 

持参時に、封筒記載の担当者の名刺を併せて提出すること。なお、担当者とは別

の方が持参する場合は、持参する方の名刺も併せて提出すること。 

(3) 問合せ先 

〒３２６－８６０１ 

栃木県足利市本城三丁目２１４５番地 

足利市健康福祉部こども家庭センター保育課保育担当 

電 話：０２８４－２０－２１３８（直通） 

ＦＡＸ：０２８４－２１－２４０９ 

Ｅ－ｍａｉｌ：kodomo@city.ashikaga.lg.jp 

担当 西城 

 

６ 募集要項の質問に関する事項 

(1) 受付期間 

公表翌営業日から令和６(2024)年４月１２日（金）午後５時まで（必着） 

(2) 受付方法 

電子メールによる。 

(3) 提出方法 

質問書（様式第２号）に記入し、上記「５(3)問合せ先」に電子メールにより提出す

ること。件名に「足利市教育・保育給付管理システム導入・運用業務委託に係る公募

型プロポーザル質問書」と記載し、電子メール送信後、必ず電話による受信確認を行

うこと。 

なお、口頭、電話、ＦＡＸ、郵送及び持参による質問は一切受け付けない。 

(4) 回答方法 

質問に対する回答は、令和６(2024)年４月１７日（水）までに足利市ホームページで

公表する。また、質問に対する回答は、募集要項、仕様書等の追加又は修正とみなす。 
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ただし、質問の内容によって、本プロポーザル方式による事業者選定の公平性が保

てないと判断した場合は回答しないことがある。 

 

７ 企画提案書に関する事項 

(1) 企画提案書の要請 

参加資格を満たしていると確認できた者には、令和６(2024)年５月８日（水）まで

に、企画提案書要請書を電子メールで通知する。併せて、プレゼンテーション審査の

日時等も通知する。 

(2) 企画提案書の提出期限並びに提出先及び方法 

ア 提出期限 

令和６(2024)年５月２２日（水）（必着） 

イ 提出先 

上記「５(2)イ」と同じ。 

ウ 提出方法 

上記「５(2)ウ」と同じ。 

エ 提出物 

上記「５(2)エ」と同じ。 

ただし、「足利市教育・保育給付管理システム導入・運用業務委託に係る公募型プ

ロポーザル企画提案書在中」と明記すること。 

オ 持参時の注意事項 

上記「５(2)オ」と同じ。 

(3) 企画提案書の作成及び留意事項 

別紙２「企画提案書等提出物一覧」のとおり。 

(4) その他 

ア 企画提案書は、１事業者について１件を限度とする。 

イ 企画提案書等の作成に当たり、本市職員へ聞き取り等の理由で接触しないこと。 

ウ 提出後の差し替え、追加及び変更は認めない。 

エ 原則として、企画提案書受理の通知は行わない。 

 

８ 優先交渉権者を選定するための評価基準等 

別紙３「優先交渉権者の選定評価項目等」による。 

 

９ 審査及び優先交渉権者の選定等 

(1) 選定の方法 

本要項に従い提案書を提出した者（以下「提案者」という。）を対象に「足利市 

教育・保育給付管理システム導入・運用業務審査委員会」（以下「審査委員会」とい
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う。）が審査し、最も優れた提案を行った者を優先交渉権者とし、２位の者を次点者

とする。 

なお、提案者が１事業者のみの場合は、下記のとおりとし、審査委員会を実施す

る。 

ア プレゼンテーションは実施しない。 

イ 評価の基準は、評点が満点の６割以上であることとする。 

ウ 評価の基準を満たしていると判断した場合、優先交渉権者として選定。 

エ 評価の基準を満たしていないと判断した場合、優先交渉権者として選定しな

い。 

(2) プレゼンテーション審査 

審査委員会は、企画提案書等に基づいたプレゼンテーション審査を実施することと

し、厳正かつ公平に審査する。 

ア 日時 

令和６(2024)年５月２８日（火）（予定） 

正式な日時等については、企画提案書提出要請書に併せて通知する。 

イ 会場 

足利市役所 教育庁舎４階会議室 

ウ 時間 

４０分以内（企画提案３０分、質疑応答１０分を予定） 

エ 説明員 

１事業者につき３名以内とする。 

オ 方法 

プレゼンテーションは、提出した企画提案書等に基づいて説明し、追加提案や追

加資料等の配布は認めない。また、デモンストレーションを行う場合は、基本的な

操作方法や特徴的な機能について説明すること。 

カ ＯＡ機器・環境 

パソコン、モニター等の使用は許可する。モニターは会議室備え付けのもの（43

型）を使用してよい。ただし、パソコン、接続ケーブル等は参加者が用意するこ

と。インターネット環境はありません。 

キ 提案者が１事業者のみの場合 

プレゼンテーション審査は実施しない。プレゼンテーションを実施しない旨の連

絡を令和６(2024)年５月２４日（金）までに電子メールで通知する。 

 

１０ 優先交渉権者等に対する通知方法及び審査結果の公表 

(1) 優先交渉権者への通知 

優先交渉権者に選定された者に対しては、令和６(2024)年６月５日（水）までに選
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定された旨を選定通知書にて通知する。 

(2) 優先交渉権者に選定されなかった者への通知 

ア 優先交渉権者に選定されなかった者に対しては、令和６(2024)年６月５日（水）

までに選定されなかった旨とその理由を非選定通知書にて通知する。 

イ アの通知を受けた者は、通知をした日の翌日から起算して７日（休日を除く。）

以内に、書面により非選定理由について説明を求めることができる。なお、説明請

求の受付場所及び受付時間は以下のとおりとする。 

(ア) 受付場所 

上記「５(2)イ」と同じ。 

(イ) 受付時間 

上記「５(2)ウ」と同じ。 

ウ 上記イの回答は、説明を求めることができる最終日の翌日から起算して１０日

（休日を除く。）以内に書面により行う。 

(3) 選定結果及び評価結果の公表 

優先交渉権者決定後、選定結果及び評価結果をホームページで公表する。 

ア 優先交渉権者の商号又は名称及び所在地 

イ 優先交渉権者が提案した見積金額 

ウ 応募者の数 

エ 評価結果（優先交渉権者以外の商号又は名称は符号によるものとする。） 

 

１１ 契約の締結 

(1) 契約交渉 

選定された優先交渉権者と本市との間で詳細仕様等について協議する。詳細仕様が

決定した場合は、優先交渉権者が詳細仕様書を作成する。なお、それらに関する費用

は、優先交渉権者の負担とする。 

詳細仕様の決定後、契約を行う。契約金額の総額は、見積書記載の額を超えない範

囲とする。 

(2) 下記のいずれかに該当し、優先交渉権者と契約が締結できない場合には、次点者と

契約交渉を行う。 

ア 優先交渉権者が審査後、上記「４」に定める「参加資格」を満たすことができな

くなったとき 

イ 優先交渉権者と契約交渉が成立しないとき 

ウ 優先交渉権者が本契約の締結を辞退したとき 

エ 詳細仕様等の協議の結果、実施できる見込がないと判断されたとき 

オ その他の理由により優先交渉権者と本契約の締結が不可能となったとき 

(3) 契約締結日 
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令和６(2024)年６月中旬を予定している。 

 

１２ 契約保証金 

契約保証金は、足利市契約規則（昭和５１年規則第２３号）第２９条の規定によ

り、契約金額の１００分の１０以上の額を納めること。 

有価証券の提出又は金融機関の保証をもって契約保証金の納付に代えることができ

る。また、履行保証保険契約の締結を行った場合は、契約保証金の納付を免除する。 

 

１３ その他の留意事項 

(1) 提出期限までに必要書類が到達しなかった場合は、本企画提案に参加できない。ま

た、提出期限以降における書類の差替及び再提出は認めない。 

(2) 提出期限までに参加表明書を提出しない者は企画提案書を提出することができない

ものとする。 

(3) 参加表明書、企画提案書、見積書等の作成及び提出、プレゼンテーション審査への

出席等、本プロポーザルに係る費用は、全て提出者の負担とする。 

(4) 参加表明書及び企画提案書に虚偽の記載をした場合は、参加表明書及び企画提案書

を無効とするとともに、虚偽の記載をした者に対して指名停止措置を行うことがあ

る。 

(5) 提出された参加表明書は返却しない。 

(6) 提出された企画提案書は返却しないものとする。なお、提出された参加表明書及び

企画提案書は、提出者に無断で使用しない。 

(7) 参加表明書の提出後、プロポーザルへの参加を辞退しようとするときは、プロポー

ザル参加辞退届（様式第３号）を１部、上記「５(2)イ」へ持参又は郵送により提出し

なければならない。 

(8) 参加表明書及び企画提案書を提出する者は、足利市契約規則、足利市プロポーザル

方式実施要領を熟知の上、提出すること。 

(9) 参加表明書及び企画提案書提出に当たっては、私的独占の禁止及び公正取引の確保

に関する法律（昭和２２年法律第５４号）等に抵触する行為を行ってはならない。 

(10) 提出された企画提案書等は、足利市情報公開条例（平成１１年足利市条例第３

号）の規定に基づき、開示することがあるので留意すること。 

(11) やむ得ない緊急の理由等により、プロポーザルを実施することができないと認め

られる場合は、プロポーザルを中止することがある。なお、この場合において、当該

プロポーザルに要した費用を足利市に請求することはできない。 

 

１４ 失格事項 

本プロポーザルの提案者又は提出された提案書が、次のいずれかに該当する場合
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は、その提案者を失格とする。 

(1) 提案書の提出方法、提出先及び提出期限に適合しない者 

(2) 提案書の作成形式及び記載上の留意事項に示された要件に適合しない者 

(3) 提出期限後に見積書内の金額に訂正を行った者 

(4) プレゼンテーション審査に出席しなかった者 

(5) 虚偽の申請を行い、提案資格を得た者 

(6) 選定結果に影響を与えるような不誠実な行為を行った者 

(7) 見積書の金額（３に示す業務区分毎の金額も含む）が、提案限度額を超過した者 

(8) 参加表明後、契約締結日までに指名停止を受けた者 

 

１５ 優先交渉権者の選定に係るスケジュール 

項目 時期 

募集開始（公表日） ４月 ５日（金） 

質問書の受付開始 ４月 ８日（月） 

質問書の受付期限 ４月１２日（金）午後５時まで（必着） 

質問に対する回答 ４月１７日（水）まで 

参加表明書等の提出期限 ４月１９日（金）（必着） 

企画提案書等の提出要請 

プレゼンテーション審査実施通知 

５月 ８日（水）（予定） 

企画提案書等の提出期限 ５月２２日（水）（必着） 

プレゼンテーション審査 ５月２８日（火） 

提案者が１事業者のみの場合は、

プレゼンテーション審査を実施し

ない旨の通知 

５月２４日（金）（予定） 

審査結果通知 ６月 ５日（水）（予定） 

契約交渉（詳細仕様の決定等） ６月 ６日（木）～６月１３日（木）（予定） 

契約締結 ６月中旬（予定） 

※ スケジュールは前後する可能性がある。 

 


